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第第１１節節    人人材材確確保保  

 

１１  運運輸輸系系人人事事任任用用制制度度のの概概要要  

地下鉄やバスの乗務員をはじめ、駅係員や保守係員

など運輸事業を担う職員のため、交通局では独自の運

輸系人事任用制度を設けており、鉄道営業、電車運転、

自動車運転（バス）、交通技能など、各事業を現場で担

う様々な職務区分が存在する。 

また、選考により指導・監督職である助役以上の職

に昇任することができ、運輸管理職への途も開かれて

いる。 

 

２２  運運輸輸系系職職員員のの人人材材確確保保  

少子高齢化による生産年齢人口の減少を背景として、

国内の労働力人口は今後さらに減少し、企業間の人材

獲得競争は、益々激化することが見込まれる。交通局

では、近く職員の大量退職期を迎えることから、厳し

い採用環境下にあっても、創意工夫を凝らした様々な

取組を行いながら、局事業を支える有為な人材を安定

的に確保していく必要がある。 

（１） 採用ＰＲの強化 

交通局では、運輸系職員採用選考の受験者を確保す

るため、求人広告の掲載、ＰＲ動画の配信、採用ホー

ムページやパンフレットの活用など、様々なＰＲ活動

を展開している。これまで、「想いを運ぶ、想いで運ぶ。」

のキャッチコピーの下、採用ホームページ及び運輸系

職員採用パンフレットを令和２年度に刷新するととも

に、交通技能専用パンフレットやチラシを作成し転職

イベントで配布するなど、戦略的な採用ＰＲの強化に

取り組んできた。 

令和６年度は、転職求人サイトが主催する合同企業

説明会への参加や、希望やキャリアにマッチした職種

の募集開始やイベントをご案内する「キャリア登録」

サービスのＰＲ動画を公開するなど、更なる受験者の

確保に取り組んだ。 

（２） バス乗務員確保の取組 

バス乗務員については、全国的に大型二種免許保有

者の高齢化と新規取得者の減少とが進行するなどによ

り、採用環境が厳しさを増している。 

交通局では、バス乗務員に特化した重点的なＰＲを

行うとともに、平成27年度の採用選考から、大型二種

免許の未取得者に対して免許取得を支援する養成型の

選考を実施している。具体的には、大型二種免許の未

取得者が筆記試験等を通過した後、免許を取得し、実

技試験に合格、採用となった場合に、免許取得費用の

助成を行うこととしており、令和元年度選考からは、

助成金額を２分の１から全額（上限60万円）に引き上

げた。令和３年度選考からは、合格者を会計年度任用

職員として採用した上で、局の負担で教習所に通わせ

て免許を取得させる制度に見直し、受験者の経済的負

担を軽減する仕組みとした。 

（３） 採用選考内容の見直し 

 採用選考における応募倍率が低下しており、一部に

は、応募者数が採用予定者数に達していない職種もあ

るなど、担い手の確保は厳しさを増している。このた

め、事業運営に必要な職員の確保に向け、令和６年及

び令和７年に採用選考の見直しを行った。具体的には、

バス乗務員における養成型選考の募集人数の倍増（年

２回実施）、一部の職種における学歴・年齢等の受験

資格の拡大、全職種における適性検査（ＳＰＩ３）の

導入等により、採用選考をこれまで以上に受けやすい

ものとした。 

  

第第２２節節    人人材材育育成成  

 

１１  基基本本方方針針  

現在、局の運輸系職員は、50歳代が約４割を占め、

今後大量退職期を迎えることから、次世代を担う職員

の育成や技術継承にこれまで以上に取り組む必要があ

る。このため、今後の局の人材確保及び育成の方向性
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を示す指針として、令和４年３月に「東京都交通局人

材育成ビジョン」を策定した。本ビジョンには、局に

おける人材育成の全体像並びに局の人材確保や育成上

の課題及びそれらに対する取組の方向性を記載してい

る。 

本ビジョン及び「交通局ＯＪＴ取組方針」に基づき、

局事業を支えるプロフェッショナル職員の育成及び技

術力の維持・向上を図るため、次の研修目標を掲げ、

各部が職場で実施するＯＪＴ等と連携しながら研修所

で行う集合研修等を着実に実施する。 

 

２２  研研修修目目標標  

（１） お客様の安全・安心を最優先に確保するため、

「安全に対する強い意識と使命感を持った職員」

を育成する。 

（２） 多様化・高度化するお客様のニーズを敏感に感

じ取り、「お客様が求める質の高いサービスを実

践できる職員」を育成する。 

（３） 交通事業に携わる者として、「鋭敏な経営感覚

を持ち、事業に精通した職務遂行能力の高い職員」

を育成する。 

 

３３  研研修修用用施施設設等等  

（１） 事故から学ぶ展示室 

事故防止対策の強化として、安全意識の高い職場風

土を作るため、研修所３階の約50㎡のスペースに「事

故から学ぶ展示室」を設置し、平成19年11月から研修

で活用している。 

ここでは、浅草線浅草橋駅における死亡事故（平成

６年６月）や東京さくらトラム（都電荒川線）の車両

衝突事故（平成18年６月）、都営バスの歩行者との接触

による死亡事故（令和２年４月）等のほか、他の鉄道

会社の事故事例のパネルや映像資料などを展示してい

る。 

これらの展示を通して、職員一人ひとりが過去の事

故を振り返るとともに、事故から学んだ教訓を風化さ

せることなく、安全に対する意識を高め、日々の仕事

に活かすことができるようにしている。 

展示内での研修の充実を図るため、平成31年２月に

過去の事故情報や研修教材などを検索、閲覧できる

タッチパネル式ディスプレイを導入するとともに、令

和元年８月には展示室を改修し、展示見学から講義ま

で、同室内で一体的に研修を行えるよう整備を行った。  

展示室は、今後も引き続き、事故防止、安全管理等

の集合研修時に使用していく。 

 

【事故から学ぶ展示室】 

（２） 地下鉄運転シミュレータ 

令和６年２月に「地下鉄運転多機能シミュレータ」

を導入した。浅草線、三田線及び大江戸線の機能を合

わせた運転台を製作し、仮想路線の映像を切り替える

ことで各路線に合わせた訓練を実施できるほか、運転

士と車掌とが合同で実践的な訓練が可能となった。 

運転士の異常時対応訓練では、「人身事故」、｢地震発

生｣、｢救援列車の運転」等の訓練や、教官卓を運輸指

令に見立てることで、指令との連携訓練も行うことが

できる。 

車掌の訓練では、島式ホーム構造の６駅について、

｢過走｣、｢戸挟み｣、「ホームドア故障」等が再現できる。

いずれの訓練も体験型で学ぶことにより、実際の異常

時における的確な判断力と迅速な対応力の向上を図る

ことができる。 

また、平成21年２月に導入した「新宿線10-300形運
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転シミュレータ」は、実際の運転士業務、車掌業務さ

ながらの訓練ができるよう様々な機器や表示灯を設置

している。 

令和元年度には、新宿線全駅にホームドアが設置さ

れたこと等を受け、実態に即した安全研修を実施する

ため、新たにホームドアの設置、10両編成化対応、Ｉ

ＴＶの増設等の改修を行った。 

この改修により、ホームドアの個別操作盤を設置し、

駅係員も駅におけるホームドア故障や異常時の対応に

ついて訓練が可能となった。 

この２つのシミュレータは、運転士養成や車掌養成

研修等の各養成研修をはじめ、養成研修終了後３年

目のフォローアップ研修、養成研修終了後10年目のア

ドバンスト研修及び鉄道事務現任科研修において活用

している。 

 

【地下鉄運転多機能シミュレータ】 

（３） 地下鉄信号連動教習装置 

平成24年12月に導入した「地下鉄信号連動教習装置」

は、信号保安設備と連動装置との動作を総合的に学べ

る教材で、信号模型教材及び連動装置訓練教材から構

成されている。 

信号模型教材は、閉そくによる方法、列車間の間隔

を確保する装置による方法等について教習する教材であ

り、浅草線に関する教材では、信号機を現示し、新宿線

に関する教材では、模型の列車位置により速度と信号と

が表示できるものである。 

連動装置訓練教材は、実際の信号保安設備と同じ装

置で教習することで、運行管理システムに故障や事故

が発生した場合、迅速に信号扱所において対応するこ

とができるように教習する教材であり、地下鉄４路線

の停車場４駅の連動装置制御盤及び教師卓から構成さ

れている。 

 

【信号模型教材】

 

【連動装置訓練教材】 

（４） バス運転訓練車 

平成20年５月に発生した池袋駅東口での交差点衝突

事故を教訓に、平成21年３月に「バス運転訓練車」を

導入した。 

この運転訓練車は、ドライバーの視線を追跡し、記

録するアイマークレコーダーや、車内の揺れを計測す

る加速度センサー、前方や左側方との距離計測器、お

客様の車内移動を確認する安全確認装置、前後扉の開

閉センサー等を装備し、それらのデータを教官卓のモ

ニターに表示できる。 

また、公道を走りながら、ドライバーの運転状況を

モニターに映し出すとともに、営業所・支所に戻って

からその場で記録を再生することで、客観的かつ具体

的なデータに基づき運転中の癖や注意すべき点などを 
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認識し、教育や訓練に活かすことができる。 

今後も引き続き、各営業所・支所に出張し、公道を走

りながら運転状況を診断することで、運転操作の改善

及び基本動作の徹底に対する意識の向上を図っていく。 

 

【バス運転訓練車】 

（５） バス教習専用車 

運転経験の少ない者の採用が増加傾向にあることを

踏まえ、基礎的な運転技術の一層の向上を図るため、

直営で廃車車両を改造の上、平成29年８月に「バス教

習専用車」を導入し、その後、令和２年２月までに計

４台導入している。 

この教習専用車は、十分安全に配慮して効果的に研

修を実施できるよう、教官用補助ブレーキや補助ミ

ラーを備えており、バス運転の新規採用職員が受講す

る「自動車運転養成科」の街路実習等で活用している。 

 
【バス教習専用車】 

（６） 都電荒川線運転シミュレータ 

乗務員の危険予知能力及び注意力の向上を図るため、

事故が発生しやすい区間の模擬運転訓練を行うことが

できる都電荒川線運転シミュレータを平成31年２月に

導入した。 

このシミュレータは、ＶＲ（バーチャルリアリティ）

技術を活用しており、実際の沿線風景を再現した映像

を見ながら、実際の車両に近い感覚でブレーキ操作な

どの訓練を行うことできる。 

事故が発生しやすい区間における一般車の線路内侵

入、天候及び時間帯の設定を行うことにより、様々な

場面での対応について、乗務員に研修・訓練を実施す

ることが可能であり、乗務員の養成・現任研修のほか、

持ち運びが可能なことから、荒川電車営業所における

乗務員を対象とした研修でも活用している。 

（７） 模擬実習設備 

保守職場において、より実践的な訓練を行うため、

車両基地の一角に架線、転てつ器やレール交換などの

作業訓練ができる模擬実習設備を整備している。同設

備を新人教育や日常の訓練で活用することにより、実

践的な技術力の維持・向上を図るとともに、保守職員

の技術継承を着実に進めていく。 

 

【模擬実習設備】 

（８） 他団体との連携 

 お身体の不自由なお客様が安心して都営交通を利用

できるよう、他団体と連携しながら様々な研修を実施

している。 

 平成28年度には教育庁と連携して、「特別支援学校生

徒による都営地下鉄利用体験プログラム」を実施し、

駅係員の対応力向上を図った。 

また、平成29年度以降、盲導犬育成団体や聴覚障害

者団体等から講師を迎え、障害のある方が都営交通を

利用する際の職員の対応等について学ぶ研修を、年１ 

回程度実施している（令和２年度から令和４年度まで

は新型コロナウイルス感染症の影響により中止）。 
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［令和６年度研修実績］ 

 研   修   名  
実績 

回数（回） 人員（人） 

一
般
研
修 

 新任研修 3 58

 転入職員研修 1 36

 現任研修  ※一部の研修は動画配信 59 639

 監督者研修  ※一部の研修は動画配信 14 136

 管理者研修 7 154

 実務研修 
Ⅰ 17 326

Ⅱ  606 3,493

 講師養成研修  ※一部の研修は動画配信 2 24

 派遣研修 

 中央研修  ※一部の研修はＤＶＤ視聴等 - 4,502

 他局研修  ※一部の研修はＤＶＤ視聴等 - 107

外部団体 - 285

 情報処理システム科 - 45

そ
の
他
研
修 

課題研修 

人権・同和問題科 207 1,132

東京都の様々な人権課題（e ﾗｰﾆﾝｸﾞ） 1 2,108

認知症サポーター養成科 6 57

障害者対応実践科 2 52

 障害者差別解消、東京都手話言語条例及び心のバリア

フリー（e ﾗｰﾆﾝｸﾞ） 
1 2,103

 コンプライアンス推進科 307 1,947

コンプライアンス研修（e ﾗｰﾆﾝｸﾞ） 1 2,104

情報公開科   1 66

情報セキュリティ内部監査員科   2 22

環境推進員科（e ﾗｰﾆﾝｸﾞ） 1 58

運輸安全マネジメント内部監査員科 1 19

 ハラスメント防止科   1 31

 メンタルヘルス科 1 33

東京都のサイバーセキュリティ、東京都の個人情報保

護（e ﾗｰﾆﾝｸﾞ） 
2 4,232

公文書管理研修、等（e ﾗｰﾆﾝｸﾞ） 7 7,219

東京の防災（e ﾗｰﾆﾝｸﾞ） 1 2,105

 事故防止科(講演) 2 453

 「事故から学ぶ展示室」研修 22 359

通信教育研修 2 66

計 1,277 33,971
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令和７年度　東京都交通局職員研修体系図

新任研修 ・行政系職員新任科 ・交通技能新任科

転入職員
研修

・転入職員科

・地下鉄車掌新任フォローアップ科 ・荒川線乗務員アドバンスト科

・地下鉄運転士フォローアップ科 ・自動車運転現任科

・地下鉄車掌フォローアップ科 ・３年目研修

現任研修
・鉄道営業フォローアップ科 ・行政管理科Ⅰ、Ⅱ

一般
研修

・荒川線乗務員フォローアップ科 ・グループリーダー科（鉄・軌道）

・地下鉄運転士アドバンスト科 ・グループリーダー科（自動車運転）

・地下鉄車掌アドバンスト科 ・グループリーダー科（交通技能）

・鉄道営業アドバンスト科 ・主任科

監督者
研修

・交通技術現任科 ・運輸職員運行管理科（課長代理）

・鉄道事務現任科 ・鉄道事務課長代理科

・運輸職員運行管理科（助役）

管理者
研修

・転入管理職科 ・コンプライアンス推進科（管理職員）

・運輸系管理職科 ・業績評価科

・人権・同和問題科（管理職員）

・鉄道営業養成科 ・電車車掌養成科

・・電電車車運運転転養養成成科科※※11 ・自動車運転養成科

実務
研修Ⅰ

・・電電車車運運転転（（路路面面））養養成成科科※※11 ・電車指導職養成科

・・電電車車運運転転（（路路面面限限定定））養養成成科科※※11 ・運輸事務職養成科Ⅰ、Ⅱ
※※11：：動動力力車車操操縦縦者者養養成成研研修修 ・交通技術職科

局
研
修

実務
研修

・助役等コーチング基礎科

・庶務事務科

・OJT推進科

･文書事務科Ⅰ、Ⅱ

・自動車運転指導運転手科

・運輸職員事故賠償科

・車両検修場構内運転基礎科

・財務諸表科Ⅰ、Ⅱ

・自動車運転適性診断科

・建物管理業務科

・自動車運転接遇等ステップアップ科

実務
研修Ⅱ

・サービスマインド推進科

・自動車運転技術ステップアップ科

・苦情/クレーム対応実践科

・自動車職員ダイヤ科Ⅰ、Ⅱ

・Jw_cad科

・鉄道事務事故賠償科

・救命技法科

・自動車技術科

・面接技法科

・自動車技能科

・パワーポイント科

・鉄道技術専門科

・自動車整備安全科

・鉄道技能科

・組長・班長科

・認定鉄道事業者制度設計技術専門科

・道路工事調整業務科Ⅰ、Ⅱ

・ＤＸ推進チーフ養成科

講師養成
研修

・人権・同和問題講師養成科 ・コンプライアンス推進講師養成科

・情報セキュリティ内部監査員科 ・総務局通知に基づき実施する研修※※22

・事故防止科（講演）
課題
研修

・メンタルヘルス科

※※22：：東東京京都都版版LLMMSS等等にによよりり実実施施

・情報公開科 ・環境推進員科※※22

海外
研修 ・人権・同和問題科 ・運輸安全マネジメント内部監査員科

・認知症サポーター養成科

・コンプライアンス推進科 ・「事故から学ぶ展示室」研修

・障害者対応実践科

派遣
研修

・情報処理システム科 ・都・他局等・外部団体

通信
教育

・ハラスメント防止科
職場
研修
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第第３３節節    職職員員のの健健康康管管理理  

 

公共交通機関において安全の確保は事業の根幹であ

り、職員の健康管理は、乗客の生命を預かる安全輸送を

支える重要な柱である。 

 

１ 健康診断 

職員の健康状況を把握するため、労働安全衛生法に

基づき、定期的に健康診断を実施している。 

また、不規則勤務に従事する職員については、法律に

定めのある特定業務従事者の健康診断対象業務に加え、

運転業務及び地下業務に従事する職員についても、前

期及び後期の年２回の健康診断を実施している。 

さらに、運転業務に従事する職員については、25歳時

及び30歳以降、毎年１回心電図検査及びオージオメー

ターによる聴力検査を実施している。 

その他の健康診断として、有害業務従事者の疾病防

止のための特殊健康診断、ＶＤＴ健康診断、消化器健康

診断、大腸がん検診、女性検診等を実施している。 

 

２ 特別診断 

特別診断は、復務診断、休職診断その他職員の服務上

必要とされる項目について、産業医を中心に実施して

いる。 

このうち、復務診断は、30日以上傷病で休んだ職員

を対象に、主として本来業務復帰に際して行うもので、

安全輸送の確保の観点から重要なものである。 

  

３ ＳＡＳ（睡眠時無呼吸症候群）対策 

 運転業務に従事する職員を対象として、平成15年度

からＳＡＳ検診を実施している。 

 平成19年度までは問診、血圧及び肥満度によるスク

リーニング検査を実施し、平成20年度からは簡易検査

を全員に計画的に実施している。 

重度のＳＡＳと診断された職員に対しては、一時運

転業務を禁止し、治療開始を確認した後、復務させて

いる。 

また、治療中の職員に対しては、治療機器の使用状況

についての確認を行っている。 

 

４ 精神保健対策 

厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のため

の指針」に基づき、精神保健対策に取り組むため、平成

18年４月に「東京都交通局職員の心の健康づくり計画」

を策定し、平成26年４月及び平成28年８月には、対策を

更に推進するため、計画を一部改正した。 

具体的な取組としては、産業医及び精神科医により、

職場不適応や精神的問題を抱える職員の相談を受ける

ほか、休職者の職場復帰訓練や復務診断を実施してい

る。  

 また、精神保健相談員による「健康なんでも相談」の

実施をはじめ、各事業所での巡回相談、職場復帰訓練中

及び復帰後の状況把握などに包括的に取り組むととも

に、職員及び管理監督者への情報提供や教育を行うた

め、講演会を開催している。 

このほか、労働安全衛生法に基づき、全職員を対象に

ストレスチェックを実施し、高ストレス者のうち希望

する職員に対し、産業医による面接指導を行っている。 

 

５ 脳ＭＲＩ健診 

平成30年２月に国土交通省から示された「自動車運

送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン」を踏

まえ、平成30年度から全てのバス乗務員を対象に、脳

血管疾患の早期発見及び発症予防のため、脳ＭＲＩ健

診を実施している。 

 

６ 長時間労働対策 

平成16年度から全庁的な取組として、健康障害を防

止するため、一定基準以上の時間外労働を行った職員

で面接指導を受けることを申し出た者に対し、産業医
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による健康管理上の面接指導を実施している。 

令和元年度からは、ライフ・ワーク・バランスの施策

を推進し、過重労働による健康障害を防止していくた

め、超過勤務時間が一月当たり75時間を超えた職員及

び80時間を超えた管理職員に対し、産業医による面接

を実施している。 

 

７ 保健指導 

保健指導は、特に健康の保持増進が必要な職員に対

して行っており、具体的には、健康診断等で異常が認め

られた職員や治療中の職員に対し、必要に応じて産業

医及び保健師が面談している。職場の実態や生活状況

を踏まえた保健指導を行い、職員の自助努力を支援す

るほか、生活習慣病予防対策として健康教室を実施し、

食事指導等を行っている。 

また、平成20年度から、医療保険者である東京都職員

共済組合が、職員のメタボリックシンドローム（内臓脂

肪症候群） を予防するため、予防健診（特定健康診査）

及び保健指導（特定保健指導）を実施しており、当局が

行っている保健指導等と連携しつつ、協力を図ってい

る。 

 

８ 安全衛生活動 

交通局安全衛生委員会では、「安全衛生管理基本方針」

及び「安全衛生管理実施計画」を策定し、安全衛生マネ

ジメントシステム（ＰＤＣＡサイクル）を確実に実行す

ることにより、安全衛生活動のレベルアップを図って

いる。具体的には、「全国安全週間」及び「全国労働衛

生週間」への積極的参加や職員を対象とした講演会の

開催などにより、職員の安全衛生意識を高め、労働災害

の防止に努めている。 

また、全ての事業所を対象とした産業医等による職

場巡回及び安全衛生委員会への参加により、各職場に

おける安全衛生管理の充実や安全衛生活動の活性化に

向け、指導を行っている。 

このほか、作業起因性疾病の予防や良好な作業環境

の維持等のため、「東京都交通局安全衛生管理規程」に

基づき、作業環境測定を実施し、施設や作業方法の改善

策を含め、快適な職場環境の形成に努めている。 

また、職員の健康管理の観点から、禁煙サポートの取

組を実施している。平成30年４月１日からは、受動喫煙

防止対策を一層推進するため、全ての職場を全面禁煙

としている。 
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